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各地区薬剤師会会長 殿 

 

公益社団法人福岡県薬剤師会 

常務理事 永嶋 友洋 

 

マイナンバーカード活用等に向けた 

積極的な周知の御協力のお願いについて（依頼） 

 

平素より本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

厚生労働省医薬局より日本薬剤師会を通じて、マイナンバーカード活用等に

向けた周知依頼がありましたのでお知らせいたします。 

ご多忙とは存じますが、貴会会員へご周知いただきますようお願い申し上げ

ます。 

 
 
◆デジタル庁ウェブサイト 

https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_resources 

マイナンバーカードの活用に向けた関連資料は上記のデジタル庁ウェブサイトに 

掲載されております 

https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_resources


 

 

        事 務 連 絡 

令和７年６月 16 日 

 

都道府県薬剤師会 事務（局）長 殿  

   

日本薬剤師会 

              総務部総務課 

 

 マイナンバーカード活用等に向けた 

 積極的な周知の御協力のお願いについて 

（依頼） 

 

 平素より本会会務に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

このたび厚生労働省医薬局総務課より、別添のとおり協力依頼がありましたので

お知らせいたします。 

マイナンバーカードの普及については、政府を挙げて取り組みが進められており、

企業等におけるマイナンバーカードの利活用の推進が呼びかけられています。 

つきましては、貴会でのお取組み、地域薬剤師会ならびに貴会会員へのご周知等、

ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 



事 務 連 絡 

令和７年６月６日 

公益社団法人 日本薬剤師会 御中 

厚生労働省 

医薬局総務課 

 

マイナンバーカード活用等に向けた 

積極的な周知の御協力のお願いについて 

（依頼） 

 

 貴団体におかれましては、平素から医薬行政の推進に御協力いただき、厚く御礼を申し上

げます。 

 マイナンバーカードの取得等の促進については、貴法人を通じて職員等に対する要請をご

協力いただいているところですが、改めて、デジタル庁、警察庁交通局運転免許課、総務省

自治行政局住民制度課マイナンバー制度支援室、法務省民事局民事第一課、外務省領事局政

策課海外法人マイナンバーカード支援室、同省領事局旅券課、及び厚生労働省保険局医療介

護連携政策課保険データ企画室から、マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知につ

いて依頼がありましたので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。 

貴団体におかれましては、（１）のとおり、会員事業者に対して、マイナンバーカード活

用等に向けた積極的な周知について要請していただきますとともに、（２）の関連資料につ

いて情報提供いただきますようお願い申し上げます。 

 

（１）要請文の発出について 

 会員事業者への呼びかけに係る通知のひな形（別添）をご活用下さい。なお、貴団体

の実態を踏まえ、適宜修正いただいて結構です。また、通知の添付資料として別添の

「マイナンバーカード利活用についてのお知らせ」、「参考資料」をご使用ください。

通知の発出は、可能な限り速やかに実施していただければ幸いでございます。 

 

（２）関連資料について 

関連資料につきましては、右記のＱＲコードのリンク先のデジタル

庁ウェブサイト「広報資料」（https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_resources）

のページ下部にある「マイナンバーカード活用等に関する周知用資

料」をご参照ください。 

※ 国民の皆様の利便性の観点から、行政手続きや所管業界における民間サービスにお

いて、積極的にマイナンバーカードが身分証明書として活用されるよう取り組みを

お願いします。具体的には、マイナンバーカードが本人確認書類として位置付けら

れていないものがないか確認をして、本人確認書類として利用できるよう確実に位

置づけてください。住民票の写しの提出が求められる場合には、情報連携あるいは

マイナンバーカードの提示により、提出を不要とする等の対応をお願いします。 



                                

マイナンバーカード利活用についてのお知らせ 

 

 マイナンバーカードは、身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の

電子証明書を利用した電子申請など、様々なサービスに利用いただけます。マイナンバーカ

ードを携帯して、是非、便利なサービスをご利用ください。 

 

Ⅰ マイナンバーカードの活用場面が拡大しています 

 

より便利に、マイナンバーカードでできることが広がっています。 

 

1. マイナンバーカードの健康保険証利用を基本とする仕組みに移行しました。 

 マイナ保険証を利用することで薬剤情報などを基により良い医療を受けることがで

きたり、救急現場で、救急搬送中の適切な応急処置や病院の選定に活用されたりする

（マイナ救急）※などのメリットもあります。 

※2025年 10月からすべての消防本部で開始されます。 

 

2. パスポートの新規申請・切替（更新）がオンラインで可能になっています 

 新規又は有効期限切れでパスポートの申請をするときにも、マイナポータルからのオ

ンライン申請が可能になりました。窓口へ出向くのは受け取り時の１回のみとなり、戸

籍謄本の原本提出も不要です。    

 

3. 公金受取口座の登録ができます 

 幅広い給付金申請の際に、口座情報の記入や通帳の写し等の提出が不要となり、緊急

時の給付金などを迅速に受け取ることができます。 

 

4. マイナンバーカードの国外利用が始まっています 

 出国前に海外利用の手続きを行うことで、海外で一部のサービスが利用できます。 

 

5. マイナンバーカードと運転免許証の一体化が開始されました 

 マイナ免許証をお持ちの方のうち更新時講習の区分が優良運転者講習又は一般運転

者講習に該当する方は、講習をオンラインで受講できるほか、住所、氏名及び生年月日

の変更が生じた場合、市区町村に届け出るだけで、警察への変更届出が不要になります。 

  

※マイナ免許証の取得後に、マイナンバーカードを更新すると、更新後のマイナンバー 

カードには免許情報が引き継がれず、再度、一体化の手続きが必要となります。 

マイナンバーカードの有効期限が近い方は、更新後にマイナ免許証を取得されるか、

マイナ免許証と運転免許証の２枚持ちとしていただきますよう、お願いいたします。 



6. マイナンバーカードのスマートフォン搭載サービスが拡大されます 

 iPhone においても、マイナンバーカードを持ち歩くことなく、マイナ保険証など、

様々なマイナンバーカード関連サービスの利用や申込ができる、スマートフォン搭載サ

ービスの開始に向け、準備を進めています （マイナ保険証のスマートフォンへの搭載に

ついては、Androidも同時に実施予定）。 

 

Ⅱ 戸籍にフリガナが記載されます 

 

 2025年５月 26日に戸籍法の一部改正に伴い、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナ

が追加されます。 
 本籍地の市区町村長から、郵送で戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されます

ので、必ず内容を確認し、もし認識の違うフリガナが記載されていた場合は、必ず氏名のフ

リガナの届出を行ってください。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要

がありませんので、大変便利です。 

早期にフリガナが記載された戸籍証明書や住民票の写しを取得したい場合や、マイナンバ

ーカードへのフリガナの記載を希望する場合は、通知のフリガナが正しい場合でも、届出を

することができます。 

 

Ⅲ マイナンバーカード及び電子証明書の更新手続をお忘れなく 

 

マイナンバーカードは 18歳以上の場合は 10年、電子証明書は年齢問わず５年の有効期間

が設定されています。有効期限の近い方（２～３ヶ月前）には、有効期限通知書 （封筒）が

ご自宅に送付されますので、同封の案内に従い更新手続きをお願いします。 

なお、手続きは無料です。 

 

Ⅳ 安全なマイナンバーカードを携行しましょう 

 

 マイナンバーカードの券面や IC チップには、安全に利用できるよう様々な技術が施され

ています。安心して携行してください。 

 

 

詳細は、デジタル庁ウェブサイト「広報資料」（https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_resources）

（右記 QRコード参照）のページ下部にあるリーフレット等をご確認

ください。 

 

なお、マイナンバー制度に関するお問合せは、マイナンバー総合

フリーダイヤル（0120－95－0178）にて受付しております。 
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参考資料 

 

＜マイナンバーカードの利用推進に向けた取り組み＞ 

 

Ⅰ マイナンバーカードの活用場面の拡大について 

 

１．マイナンバーカードの健康保険証利用について 

 

  【従来の健康保険証は、2024年 12 月 2日以降新たに発行されなくなりました】 

 

従来の健康保険証について、2024 年 12 月２日に新たに発行されなくなり、マイナン

バーカードの健康保険証利用を基本とする仕組みに移行しています。同時点でお手元に

ある有効な保険証は、同日から最長１年間（※）使用することができます。 

※有効期限が 2025年 12月１日より前に切れる場合はその有効期限まで。 

なお、後期高齢者医療制度や国民健康保険にご加入の方は、2025 年７月 31 日以降、

健康保険証が順次切り替えられます。マイナンバーカードの保険証利用登録がお済みの

方はそのままお使いください。マイナ保険証の利用登録がまだの方は資格確認書が届き

ます。 

 

【資格確認書について】 

 

当分の間、マイナ保険証を保有していない（マイナンバーカードの健康保険証利用登

録をしていない）方全てに、従来の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が無償で

申請によらず交付されます。 

なお、後期高齢者医療制度にご加入の方や、新たに加入される方については、マイナ

保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を交付します。（2026 年７月までの暫定措

置）  

また、マイナ保険証を保有している方で、マイナンバーカードでの受診等が困難な配

慮が必要な方（ご高齢の方、障害のある方）やマイナンバーカードを紛失・更新中の方

は、申請により資格確認書が交付されます。 

※申請により「資格確認書」が交付された方は、更新時の申請は不要です。 

「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で

医療を受けることができます。 

 

【マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください】 

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用することで「より良い医療を受けるこ

とができる」、「急にかかった医療機関でも普段飲んでいるお薬の履歴や受けている治

療を基に受診することができる」、「手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払を
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免除される（高額療養費制度）」、「救急現場で、救急搬送中の適切な応急処置や病院の

選定に活用される（マイナ救急）」などのメリットがあります。医療機関等を受診する

際は、マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください。 

なお、顔認証付きカードリーダーの不具合など、何らかの事情でマイナ保険証での

受付が出来ない場合は、マイナンバーカードと併せてマイナポータル画面または資格

情報のお知らせを提示いただくなどの方法で、10 割負担にならずに受付が出来ます。

詳細は別紙３をご確認ください。  

 

【簡単にマイナンバーカードを健康保険証としてご利用できます】 

 

マイナンバーカードの健康保険証利用登録は、マイナンバーカードを取得した後に、

以下３つのいずれかの方法でお申し込みができ、マイナンバーカードを保険証として

ご利用いただくことが可能です。 

①医療機関・薬局の窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーを利用して健

康保険証の利用登録をしていただく 

②マイナポータルにログインし、「健康保険証」画面から「マイナンバーカードを健

康保険証等として利用する」にチェックし、「登録」を押下することで利用登録をし

ていただく 

③セブン銀行の ATMで健康保険証の利用登録をしていただく 

 

※マイナンバーカードの健康保険証利用の医療機関や 

薬局での使い方についての動画・リーフレットを公開 

しています。 

【動画】マイナンバーカードは医療にも活用できます！篇（30 秒）   

(youtube.com) 

URL:https://www.youtube.com/watch?v=Z9VcK4Rkqvg 

【リーフレット】 https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html 

 

【マイナンバーカードを健康保険証として利用できなかった場合にはご連絡ください】 

 

   なお、一部の例外を除いて、全ての医療機関・薬局において顔認証付きカードリー

ダーを設置し、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにすることが

義務化されています。そのため医療機関・薬局でマイナンバーカードを健康保険証と

して利用できなかった場合には、マイナンバー総合フリーダイヤル（0120-95-0178）

にご連絡ください。デジタル庁から厚生労働省に情報を提供し、厚生労働省において

事実関係の確認を実施します。 

 

 

 

登録はこちらから 

（マイナポータル） 
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２．パスポートの申請新規・切替（更新）がオンラインで可能になったことについて 

 

  2025年３月 24日から、パスポートを更新するときだけでなく、新規又は有効期限切れ

で申請するときにも、全ての都道府県でマイナポータルからオンライン申請が可能になり

ました。 

  オンライン申請であれば、窓口へ出向くのはパスポート受け取り時の１回のみとなり、

戸籍謄本の原本提出も不要になります。オンライン申請の場合は、書面申請よりもパスポ

ートの手数料が割安になるほか、受け取りの際に必要な手数料をクレジットカードにより

オンラインで支払うことができる場合があります。 

  国内からのオンライン申請の詳細については外務省ホームページをご参照ください

（https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/page22_004036.html）。 

  ※新規申請について【概要】説明動画はこちら  

 

【未成年者のパスポートのオンライン申請について】 

 

   15 歳未満のパスポートのオンライン申請については、法定代理人（戸籍に記載され

ている親権者又は後見人）による代理提出が必要です。法定代理人がマイナポータルで

代理人登録を行い、代理人のマイナポータルから申請してください。 

   15歳、16歳、17歳の方は、代理提出のほか、本人によるパスポートのオンライン申

請も可能です。 

  本人による申請の場合は、法定代理人本人が署名した同意書の提出が必要です。 

  ※未成年者のパスポート申請についての説明動画はこちら  

※申請状況は、マイナポータルから照会することができます。 

 

３．公金受取口座の登録について 

 

公金受取口座登録制度※１、２は、国民の皆様に１人１口座、給付金等の受取のための

ご本人名義の口座を、国（デジタル庁）に登録していただく制度です。これにより年

金、児童手当など、幅広い給付金申請の際に、口座情報の記入や通帳の写し等の提出

が不要となるほか、行政機関の書類確認が省略でき、緊急時の給付

金などを迅速に受け取ることができます※３。 

 

※１ 公金受取口座登録制度の詳細は、 

デジタル庁 HP（https://www.digital.go.jp/policies/account_registration/）   

をご確認ください。 

※２ 2025 年４月 1 日からは、パソコン等に不慣れな方にも登録をしていただけるよう、金融機関から

も登録できるようになりました。（2025 年４月１日から登録開始をしない例外的な金融機関が一部存

在します。当該金融機関であっても、原則、2026 年 1月には登録開始予定です。） 

※３ 口座登録をもって、給付金の申請が完了するわけではありません。別途申請などが必要になります。 

登録は 

こちらから 
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＜ご参考＞預貯金口座付番制度とは異なる制度です 

公金受取口座登録制度は、給付金等の受取のためのご本人名義の口座を、国（デジタル庁）に登録して

いただく制度であり、任意で預貯金者が金融機関にマイナンバーを届け出ることで、預貯金口座にマイナ

ンバーを付番することができる「預貯金口座付番制度」とは異なる制度です。 

預貯金口座付番制度については、デジタル庁 HP に Q＆A を掲載しておりますので、よろしければこちら

（https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_faq_09）もご参照ください。 

 

４．マイナンバーカードの国外利用開始について 

 

  2024年５月 27日から、マイナンバーカードの国外利用が始まりました。 

 海外でもマイナンバーカードを引き続き利用する場合は、出国前に、住所地の市町村で国

外転出届とあわせて、国内で利用しているマイナンバーカードを窓口に提出して海外継続

利用の手続を行うことで、手続終了後にお返ししたマイナンバーカードを、引き続き海外

でもご利用いただけます。 

大使館・領事館での本人確認、マイナポータルでのこれまでの年金記録・医療情報など

の確認、一時帰国したときのコンビニでの証明書取得やマイナ保険証の利用ができますが、

海外から利用できないサービスもあります。国外転出者向けマイナンバーカードの交付申

請についても海外からできるようになりました。 

 

５．マイナンバーカードと運転免許証の一体化について 

 

  マイナンバーカードと運転免許証の一体化が 2025 年 3 月 24 日から開始されました。

ご希望の方は、マイナンバーカードの IC チップへの運転免許証の免許情報の記録を受け

ることで、マイナンバーカードを運転免許証として利用できます。 

免許情報が記録されたマイナンバーカード（以下、「マイナ免許証」という。）をお持ち

の方のうち、更新時講習の区分が優良運転講習又は一般運転講習に該当する方は、マイナ

ポータルとの連携で、講習をオンラインで受講することができます。マイナ免許証のみを

お持ちの方は、警察において利用開始手続を行うことによって、住所氏名及び生年月日に

変更が生じた場合、市区町村に届け出るだけで、警察への変更届出は不要となります。ま

た、本籍に変更が生じた場合、市区町村に届け出た後、マイナポータルからオンラインで、

免許情報の本籍を変更することができます。 

 

【保有方法（免許証の持ち方）について】 

 免許証の持ち方は、以下の３つから選択することができます。 

①マイナ免許証のみ 

②マイナ免許証と運転免許証の２枚持ち 

  ③従来の運転免許証のみ 

 

免許更新時等の手数料は、免許証の持ち方により異なります。 
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免許証の持ち方は、免許更新時に限らずいつでも変更可能ですが、手続の詳細は、各

都道府県警察のウェブサイトをご確認ください。 

自動車等を運転する際は、従来の運転免許証又はマイナ免許証のいずれかを携帯する

必要があります。 

 

【海外でのマイナ免許証の利用に関する注意事項】 

 

マイナ免許証のみでは、マイナンバーカードの券面に免許証の情報が記載されないこ

とから、マイナ免許証のみをお持ちの状態で日本国外で自動車等を運転することは控え、

従来どおり各国の規制を踏まえた方法で運転してください。 

なお、海外で運転する場合の諸注意については、渡航先の各日本大使館・総領事館等

へお問い合わせください。 

 

【マイナンバーカードの有効期限が近い方への注意事項】 

 

現在、警察庁においては、関係省庁・機関と連携し、マイナ免許証をお持ちの方の求

めに応じ、マイナンバーカードの更新の際に、マイナンバーカード発行工場において新

たなマイナンバーカードに自動的に免許情報を記録し、マイナ免許証となった状態で新

たなマイナンバーカードを交付するためのシステム改善作業を進めており、2025年秋頃

に運用開始を予定しています。  

それまでの間は、マイナ免許証の取得後に、マイナンバーカードを更新すると、更新

後のマイナンバーカードには免許情報が引き継がれませんので、マイナンバーカードの

有効期限が近い方は、  

 ・マイナンバーカードの更新後にマイナ免許証取得の手続を行っていただくか、  

 ・マイナ免許証と運転免許証の２枚持ちとしていただきますよう、  

お願いいたします。  

 

６．マイナンバーカードのスマートフォン搭載サービスの拡大について 

 

2023 年５月 11 日から、Android 端末において、スマホ用電子証明書搭載サービスが

始まりました。2025 年の春より、iPhone においてもサービス開始に向けデジタル庁を

中心に準備を進めています。 

スマホ用電子証明書掲載サービスは、マイナンバーカードをお持ちの方を対象に、マ

イナンバーカードと同等の電子証明書機能（署名用電子証明書及び利用者証明用電子証

明書）を持った、スマートフォン用の電子証明書の搭載サービスです。マイナポータル

アプリから、お持ちのスマートフォンにスマホ用電子証明書の搭載のお申し込みいただ

くことにより、マイナンバーカードを持ち歩くことなく、スマートフォンだけで、様々

なマイナンバーカード関連サービスの利用や申込ができるようになります。たとえば、

iPhoneへの搭載後、実証事業を経た上で、９月頃を目途に、環境の整った医療機関にお
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いてはスマートフォンでもマイナ保険証が利用できるようになる予定です。また、４桁

の暗証番号に代わり、スマートフォン本体の生体認証機能を活用することも可能です。

（機種により、利用できない場合があります。） 

   また、マイナンバーカードの氏名等の属性証明機能のスマホ搭載については、2024年

６月に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成

25年５月 31日法律第 27号）の改正が行われ、2025年の春に iPhoneに搭載できるよう

準備を進めております。これが実現することにより、iPhone がマイナンバーカードと

同様に様々なシーンの本人確認、年齢確認、住所確認等において使えるようになります。 

 

Ⅱ 戸籍のフリガナの記載について 

 

 2025年５月 26日に戸籍法の一部改正に伴い、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガ

ナが追加されます。 

  2025年５月 26日以降、本籍地の市区町村長から、郵送で戸籍に記載される予定の氏名

のフリガナが通知されます。通知が送付されましたら必ず内容をご確認ください。もし認

識と違うフリガナが記載されていた場合は、必ず氏名のフリガナの届出を行ってください。 

氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます

（その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です）。マイナポータルからの

届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。 

早期に振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを取得したい場合や、マイナン

バーカードへの振り仮名の記載を希望する場合は、通知の振り仮名が正しい場合でも、届

出をすることができます。 

届出をしない場合、2026年５月 26日以降に、この通知に記載されたフリガナがその

まま戸籍に記載されます。 

 

※マイナポータルからの届出方法についての動画を公開しています。  

【動画】オンラインでの氏名のフリガナの届出方法(youtube.com)  

URL:https://youtu.be/3NNzgpbam8Y?si=5x07MunaQ5ZbqijY  

 

Ⅲ マイナンバーカード及び電子証明書の更新手続について 

 

マイナンバーカードには、マイナンバーカード自体の有効期限とマイナンバーカードの

IC チップに搭載された電子証明書の有効期限があります。有効期限を迎える方には、期限

の２～３か月を目途に、J-LIS（地方公共団体情報システム機構）から有効期限をお知らせ

する「有効期限通知書」がご自宅に送付されます。 

別添資料１「マイナンバーカードの更新手続」及び別添資料２「電子証明書の更新手続」

をご参考に更新手続をお願いします。 

マイナンバーカードと電子証明書、いずれも有効期限の３か月前から更新可能です。 
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【マイナンバーカードの有効期限について】 

マイナンバーカードが発行された時点で、18 歳以上の場合は発行日以後 10 回目の誕生

日、18歳未満の場合は発行日以後５回目の誕生日が有効期限になります。 

 

【マイナンバーカードの IC チップに搭載された電子証明書の有効期限について】 

電子証明書の有効期限は、年齢問わず発行日から５回目の誕生日までです。 

マイナンバーカードの券面に記載がない場合は、マイナポータルから確認できます。 

 

Ⅳ 安全なマイナンバーカードの携行について 

 

マイナンバーカードの券面や ICチップには、安全に利用ができるよう様々な技術が

施されています。安心して携行してください。 

 

マイナンバーカードを落としても、悪用を防ぐ仕組みがあります 

 

見る角度によって色が 2色に変化して見えるインキを使用、顔写真の表示に特殊

な加工、文字をレーザーによって印字するなど券面の偽造を困難にしています。 

券面は顔写真付のため、仮に紛失しても、第三者が容易になりすますことはでき

ません。 

ICチップに記録された情報を読み取るには、4桁の暗証番号や顔認証が必要で

す。暗証番号は、一定回数間違えるとロックがかかり、本人が手続をしないとロッ

クの解除ができないようになっています。 

 

マイナンバーを見られただけでは税や年金などの個人情報は盗まれません 

 

マイナンバーカードの裏面に記載されている 12桁のマイナンバー（個人番号）

を見られても、マイナンバーだけで手続はできないため、情報を引き出したり、直

ちに悪用したりすることはできません。 

 

不正に情報を読み出そうとすると ICチップが壊れます 

 

ICチップに記録された情報を不正に読み出そうとすると、自動的に ICチップが

壊れ、情報を読み出せなくなる仕組みになっています。 

 

ICチップには必要最小限の情報のみ記録 

 

マイナンバーカードに搭載されている ICチップには、病歴などの医療情報、金

融機関の口座番号、税や年金などのプライバシー性の高い情報は記録されていませ

ん。 
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情報の分散管理のしくみ 

 

マイナンバー制度は、国があらゆる情報を特定の一カ所に集めて管理、閲覧する

ことができる「一元管理」の仕組みではありません。行政手続などで必要な情報

を、必要な時だけやりとりする「分散管理」という仕組みを採用しています。あら

ゆる情報を特定の機関に集約し、共通データベースをつくるような仕組みではない

ため、芋づる式に情報が漏れることはありません。 

情報のやりとりは、システム内でのみ突合可能な、役所ごとに異なるコード（暗

号化された符号）で行われます。行政職員であっても、手続を受け付ける職員だけ

が、その手続に必要な情報に限ってアクセスすることが許されています。 

 

セキュリティの国際標準の認証を取得 

 

セキュリティ機能評価の国際標準である「ISO／IEC15408認証」を取得していま

す。 

 



（案） 

令和７年〇月〇日 

〈業所管団体等会員〉 

会員各位 

〈業所管団体等〉 

一般社団法人 〇〇〇 

会長 〇〇〇 

 

マイナンバーカード活用等に向けた 

積極的な周知の御協力のお願いについて 

（依頼） 

 

 貴社におかれましては、平素から〇〇〇、厚く御礼を申し上げます。 

マイナンバーカードの取得等の促進については、貴法人を通じて職員等に対する要請を

ご協力いただいているところですが、改めて、デジタル庁、警察庁交通局運転免許課、総

務省自治行政局住民制度課マイナンバー制度支援室、法務省民事局民事第一課、外務省領

事局政策課海外法人マイナンバーカード支援室、同省領事局旅券課、及び厚生労働省保険

局医療介護連携政策課保険データ企画室から、マイナンバーカード活用等に向けた積極的

な周知について依頼がありましたので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。 

貴社におかれましては、従業員等に対して、マイナンバーカード活用等に向けた積極的

な周知をしていただきますとともに、関連資料について情報提供いただきますようお願い

申し上げます。 

従業員等への周知にあたっては、資料として別添の「マイナンバーカード利活用につい

てのお知らせ」、「参考資料」をご使用ください。 

 

【関連資料について】 

関連資料につきましては、右記のＱＲコードのリンク先のデジタル

庁ウェブサイト「広報資料」（https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_resources）

のページ下部にある「マイナンバーカード活用等に関する周知用資

料」をご参照ください。 

 
※ 国民の皆様の利便性の観点からも、行政手続きや、所管業界における民間サービ

スにおいて、積極的にマイナンバーカードが身分証明書として活用されるよう取

り組みをお願いします。具体的には、マイナンバーカードが本人確認書類として

位置付けられていないものがないか確認をして、本人確認書類として利用できる

よう確実に位置づけてください。また、住民票の写しの提出が求められるという

場合には、情報連携あるいはマイナンバーカードの提示により提出を不要とする

等の対応をお願いします。 

 

別添 


（案）別添



令和７年〇月〇日

〈業所管団体等会員〉

会員各位

〈業所管団体等〉

一般社団法人　〇〇〇

会長　〇〇〇



マイナンバーカード活用等に向けた

積極的な周知の御協力のお願いについて

（依頼）



　貴社におかれましては、平素から〇〇〇、厚く御礼を申し上げます。

マイナンバーカードの取得等の促進については、貴法人を通じて職員等に対する要請をご協力いただいているところですが、改めて、デジタル庁、警察庁交通局運転免許課、総務省自治行政局住民制度課マイナンバー制度支援室、法務省民事局民事第一課、外務省領事局政策課海外法人マイナンバーカード支援室、同省領事局旅券課、及び厚生労働省保険局医療介護連携政策課保険データ企画室から、マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知について依頼がありましたので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

貴社におかれましては、従業員等に対して、マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知をしていただきますとともに、関連資料について情報提供いただきますようお願い申し上げます。

従業員等への周知にあたっては、資料として別添の「マイナンバーカード利活用についてのお知らせ」、「参考資料」をご使用ください。
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